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○ 議案第67号 教育委員会委員の任命○ 議案第67号 教育委員会委員の任命○ 議案第67号 教育委員会委員の任命○ 議案第67号 教育委員会委員の任命についてについてについてについて※ 教育委員会委員の工藤浩一氏の任期が、来る６月３０日をもって満了しますが、同氏を再任するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。工 藤 浩 一 大仙市協和小種字上鏡台２１４番地１５（再任） 昭和５６年１１月１７日生（満３７歳）任期：令和元年７月１日～令和５年６月３０日（４年）○ 議案第68号 大○ 議案第68号 大○ 議案第68号 大○ 議案第68号 大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について仙市税条例の一部を改正する条例の制定について仙市税条例の一部を改正する条例の制定について仙市税条例の一部を改正する条例の制定について※ 入湯税及び軽自動車税の課税免除等に係る規定を整備するものであります。１ 自炊用の簡素な施設や専ら日帰り入浴に供される施設の入湯税を課税免除しているところ、宿泊施設を有する市内温泉施設においては利用客の減少などにより経営状況が厳しい状況であることから、同温泉施設についても規則で定める額以下の入湯者に係る入湯税を免除することとした。（第１４２条関係）２ 次に掲げる軽自動車の軽自動車税の種別割を免除することとした。（第８１条の９関係）① 商品であって使用しないもの② 道路交通法に定める指定講習機関が初心運転者講習に使用するもの３ 身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免規定の整理（第９０条関係）４ 施行期日１及び２ 令和元年１０月１日３ 公布の日○ 議案第69号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正○ 議案第69号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正○ 議案第69号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正○ 議案第69号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてする条例の制定についてする条例の制定についてする条例の制定について※ 国会議員の選挙等の執行経費基準の見直しに倣い、投票所の投票管理者などの報酬の額を改定するものであります。１ 報酬の額の改定（別表第１関係）① 投票所の投票管理者 １２，８００円（＋200円）② 期日前投票所の投票管理者 １１，３００円（＋200円）③ 開票管理者及び選挙長 １０，８００円（＋200円）④ 投票所の投票立会人及び不在者投票所の投票立会人 １０，９００円（＋200円）⑤ 期日前投票所の投票立会人 ９，６００円（＋100円）⑥ 開票立会人及び選挙立会人 ８，９００円（＋100円）２ 施行期日 公布の日
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○ 議案第70号 大仙市八乙女温泉さくら荘条例の一部を改正する条例の制定について○ 議案第70号 大仙市八乙女温泉さくら荘条例の一部を改正する条例の制定について○ 議案第70号 大仙市八乙女温泉さくら荘条例の一部を改正する条例の制定について○ 議案第70号 大仙市八乙女温泉さくら荘条例の一部を改正する条例の制定について※ 八乙女温泉さくら荘について、施設の位置を隣接する八乙女交流センター内に移設し、あわせて使用料の額を改定するものであります。１ 施設の位置を大仙市長野字長野山８８番地に改める。２ 使用料の額の改定（別表関係）① 大 人 520円（改定前210円）② 小 人 260円（改定前100円）③ 休憩利用 260円（改定前370円）※ なお、上記の使用料の額は、条例において定める利用料金の上限額です。実際の入浴料（指定管理者が徴収する額）は、大人３００円、小人１５０円程度になる見込みです。３ 施行期日 令和２年４月１日
○ 議案第71号 大仙市森林環境譲与税基金条例の制定について○ 議案第71号 大仙市森林環境譲与税基金条例の制定について○ 議案第71号 大仙市森林環境譲与税基金条例の制定について○ 議案第71号 大仙市森林環境譲与税基金条例の制定について※ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき譲与される森林環境譲与税を原資とし、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業の財源に充てるため、大仙市森林環境譲与税基金を設置するものであります。１ 設置（第１条関係）２ 基金の額 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。（第２条関係）３ 基金の使用（第３条関係）４ 管理（第４条関係）５ 運用収益の処理（第５条関係）６ 繰替運用等（第６条関係）７ 委任（第７条関係）８ 施行期日 公布の日
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○ 議案第72号 字の区域の変更について○ 議案第72号 字の区域の変更について○ 議案第72号 字の区域の変更について○ 議案第72号 字の区域の変更について※ 協和地域中淀川山谷地区における農地集積加速化基盤整備事業の施行に伴い、同地区の字の区域を変更する必要があり、秋田県知事から字界変更の依頼がありましたので、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。１ 経緯平成２６年３月 事業採択平成２７年５月 面工事着工平成２９年３月 面工事完了平成３１年１月 字界変更事前協議２ 事業主体 秋田県３ 換地処分 令和２年３月（予定）４ 工事概要事 業 量 区画整理工２１．２ｈａ事 業 費 ６億２，３００万円（見込み）負 担 割 合 国５５％ 県２７．５％ 市１０％ 受益者負担７．５％受益者戸数 １６戸○ 議案第73号 大曲武道館建設○ 議案第73号 大曲武道館建設○ 議案第73号 大曲武道館建設○ 議案第73号 大曲武道館建設（建築）工事請負契約の締結について（建築）工事請負契約の締結について（建築）工事請負契約の締結について（建築）工事請負契約の締結について※ 大曲武道館建設（建築）工事請負契約を締結することについて、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。１ 契約の目的 大曲武道館建設（建築）工事請負契約の締結２ 契約の方法 条件付き一般競争入札３ 契 約 金 額 ３７４，０００，０００円４ 契約の相手方 興栄・髙吉・さとう特定建設工事共同企業体大仙市大曲西根字西道地野５０２番地２５ 工 期 契約を締結した日の翌日から令和２年３月１９日まで６ 工 事 概 要① 構 造 鉄骨造平屋建て② 建築面積 980.07㎡③ 施設構成 武道場（剣道場・柔道場各1面）、会議室（2室）、師範室（2室）、更衣室、収納庫等○ 議案第74号 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について○ 議案第74号 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について○ 議案第74号 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について○ 議案第74号 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について※ 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計に一般会計から繰り入れる事業資金の上限額を６１，８４４千円以内から，６７，０２８千円以内に変更することについて、地方財政法第６条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。


